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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
承
認

期期期期期期期期期期
間間間間間間間間間間
がががががががががが
変変変変変変変変変変
更更更更更更更更更更
ささささささささささ
れれれれれれれれれれ
てててててててててて
いいいいいいいいいい
まままままままままま
すすすすすすすすすす

期
間
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す

４月１３日は東京都知事選挙です。

不在者投票場所・日時

健
康
案
内

健
康
案
内�

健
康
案
内�

健
康
づ
く
り�

○
資
格　

看
護
師
・
助
産
師
免
許
を
お

持
ち
の　

歳
く
ら
い
ま
で
の
方

５０

○
種
別　

Ａ
＝
外
来
▽
Ｂ
＝
産
休
・
育

休
代
替

○
勤
務
日
・
時
間　

Ａ
＝
月
〜
金
曜
日

で
週
４
〜
５
日
、
午
前
８
時　

分
〜
午

３０

後
５
時
▽
Ｂ
＝
週
５
日
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
含
む
）
で
夜
間
勤
務
、
午
前

８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分
、
午
後
４

３０

１５

時　

分
〜
午
前
１
時　

分
、
午
前
０

３０

１５

時　

分
〜
午
前
９
時　

分
（
三
交
代

３０

１５

制
）

※
勤
務
日
・
時
間
は
相
談
に
応
じ
ま

す
。

○
賃
金　

Ａ
＝
時
給
１
６
８
０
円
以

上
▽
Ｂ
＝
時
給
１
８
０
０
円
〜
２
０
０

０
円
（
経
験
年
数
に
応
じ
て
。
深
夜
割

増
あ
り
）

※
交
通
費
９
０
０
円
ま
で
支
給
（
Ａ
・

Ｂ
共
通
）

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
応
募　

履
歴
書
・
免
許
証
の
コ
ピ
ー

を
郵
送
で
３
月　

日
ま
で（
必
着
）に
町

２８

田
市
民
病
院
管
理
課
（
〒　

－

０
０
２

１９４

３
、旭
町
２－

　

－

　

、11
７
２
２
・
２

１５

４１

２
３
０
内
線
５
５
３
・
５
５
８
）
へ
。

町
田
B
B
S
会
員

　

Ｂ
Ｂ
Ｓ
活
動
と
は
、
と
も
だ
ち
活

動
、
非
行
防
止
活
動
、
研
さ
ん
活
動
な

ど
を
通
じ
て
、
非
行
に
陥
っ
た
少
年
少

女
の
立
ち
直
り
を
助
け
る
青
年
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。

○
対
象　
　

〜　

歳
ぐ
ら
い
の
方

１８

３０

○
定
員　

若
干
名

臨

時

職

員

南
大
谷
子
ど
も
ク
ラ
ブ

○
申
し
込
み　

電
話
で
東
京
保
護
観
察

所
八
王
子
支
部
更
生
保
護
振
興
課
（
11

０
４
２
６
・　

・
２
２
３
１
）
へ
。

４２

□問
 

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・
２
５
３
７

　

ミ
ニ
児
童
館
で
の
受
付
の
お
仕
事
で

す
。

○
資
格　

子
ど
も
が
好
き
な　

歳
ま
で

３０

の
方
（
資
格
不
問
）

○
勤
務
日
時　

原
則
と
し
て
月
・
土
曜

日
、
午
後
１
時　

分
〜
６
時
。
学
校
休

３０

業
日
は
午
前　

時
〜
午
後
６
時
（
変
更

１０

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

○
勤
務
期
間　

４
月
１
日
〜
２
０
０
４

年
３
月　

日
３１

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
応
募　

３
月　

日
ま
で
に
電
話
連
絡

２６

の
う
え
、
履
歴
書
を
お
持
ち
に
な
り
、

南
大
谷
子
ど
も
ク
ラ
ブ
（
11
７
３
９
・

６
７
９
１
）
へ
。

○
資
格　

保
健
師
ま
た
は
看
護
師

○
勤
務
日　

月
〜
金
曜
日
（
週
５
日
）

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
賃
金
等　

規
定
に
よ
る

○
募
集
人
員　

１
人

○
採
用　

４
月
１
日
以
降

○
選
考
方
法　

書
類
・
作
文
・
面
接

○
応
募　

履
歴
書
・
免
許
証
コ
ピ
ー
を

直
接
ま
た
は
郵
送
で
３
月　

日
ま
で

２５

（
必
着
）
に
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

総
務
担
当（
〒　

－

０
０
１
３
、原
町
田

１９４

４－

９－

８
、11
７
２
２
・
４
８
９
８
）

へ
。補

助

し

ま

す

浄
化
槽
清
掃
費
用
の
一
部

　

市
で
は
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ

て
い
な
い
地
域
で
、
一
般
住
宅
と
し
て

使
用
し
て
い
る
建
物
の
、
浄
化
槽
清
掃

に
係
る
費
用
の
一
部
を
年
度
内
に
一
回

補
助
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
下
水
道
の
供
用
開
始
地
域

で
も
管
・
ま
す
な
し
に
よ
り
下
水
接
続

で
き
な
い
場
合
は
補
助
対
象
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
平
成　

年
度
に
供
用
開
始

１４

地
域
は
平
成　

年
度
中
は
補
助
対
象
に

１５

な
り
ま
す
。

【
都
知
事
に
届
出
し
た
浄
化
槽
】

　

４
月
１
日
に
補
助
券
を
発
送
し
ま

す
。
た
だ
し
、
都
知
事
に
届
出
し
た
浄

化
槽
で
あ
っ
て
も
建
売
や
中
古
物
件
を

購
入
さ
れ
た
方
は
浄
化
槽
の
名
義
変
更

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

【
都
知
事
に
届
出
を
し
て
い
な
い
（
未

届
け
）
浄
化
槽
】

　

平
成　

年
度
か
ら
一
律
５
０
０
０
円

１２

の
補
助
を
始
め
ま
し
た
。
す
で
に
申
請

を
さ
れ
た
方
に
は
４
月
１
日
に
補
助
券

を
発
送
し
ま
す
。
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い

な
い
方
は
印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
、
受

付
場
所
ま
で
お
い
で
下
さ
い
。

○
受
付
場
所　

環
境
保
全
課
（
境
川
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

　

営
業
で
使
用
す
る
ハ
カ
リ
は
、
２
年

に
１
回
定
期
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

５
月
下
旬
か
ら
検
査
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
前
回
の
検
査
（
２
０
０
１
年

６
月
）
以
降
、
営
業
用
ハ
カ
リ
を
新
た

に
使
用
さ
れ
た
方
ま
た
は
ハ
カ
リ
の
使

用
を
や
め
た
方
、
機
械
式
か
ら
電
気
式

ハ
カ
リ
へ
変
更
さ
れ
た
方
は
電
話
で
ご

連
絡
下
さ
い
（
以
前
に
検
査
を
受
け
た

方
に
は
５
月
頃
案
内
通
知
を
お
送
り
し

ま
す
）
。

□問
 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
11
７
２
５
・
８

８
０
５

営
業
用
ハ
カ
リ
の
定
期
検
査

○
受
付
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時　

分
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除

１５

く
）

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
２
・
２
７
５
２

町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

嘱

託

職

員

（
在
宅
支
援
担
当
）

町
田
市
民
病
院

臨

時

職

員

（
看
護
師
・
助
産
師
）

　

市
で
は
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有

効
活
用
を
図
り
、
環
境
負
荷
の
低
減

を
す
す
め
る
た
め
に
、
新
た
に
住
宅

用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す

る
方
に
対
し
、
そ
の
設
置
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
補
助
金
交
付
申
請

書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
方　

市
内
の
住
宅
等

を
所
有
す
る
方
で
、
原
則
と
し
て
市

税
を
完
納
し
て
い
る
方

○
対
象
と
な
る
シ
ス
テ
ム　

太
陽
電

池
出
力
が　

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の

１０

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
で
、
財
団

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
が
行
う

住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入
基
盤
整
備

事
業
補
助
金
交
付
規
程
に
定
め
る
技

術
仕
様
書
に
適
合
し
、
未
使
用
の

も
の
。

○
補
助
金
の
交
付
額　

８
万
円
に
太

陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
最
大
出
力
を

乗
じ
て
得
た
額
と
な
り
ま
す
が
、　
４０

万
円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。

○
補
助
金
の
交
付
申
請　

住
宅
用
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
前
に
、

申
請
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。
す
で

に
設
置
し
て
い
る
も
の
及
び
工
事
に

着
工
し
て
い
る
も
の
は
、
受
け
付
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

※
申
請
書
及
び
概
要
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

は
、
環
境
保
全
課
で
配
布
し
て
い
ま

す
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１

１

２
０
０
３
年
度
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
申
請
の
受
付
を
開
始�

自
宅
を
発
電
所
に

自
宅
を
発
電
所
に�

　
　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？�

自
宅
を
発
電
所
に

自
宅
を
発
電
所
に�

　
　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？�

自
宅
を
発
電
所
に�

　
　
し
て
み
ま
せ
ん
か
？�

　

教
育
相
談
所
で
は
、
毎
月
出
張
教

育
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路
の

悩
み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ

い
。
専
門
の
相
談
員
が
お
答
え
し
ま

す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

※
相
談
希
望
の
方
は
、
前
も
っ
て
電

話
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

教
育
相
談
所
11
７
２
３
・
４
３
９

６

４
月　

日
（
木
）
＝
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん

１０

４
月　

日
（
火
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

１５

４
月　

日
（
木
）
＝
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

１７

４
月　

日
（
火
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

２２

４
月　

日
（
木
）
＝
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

２４

出張教育相談

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
承
認
期
間

は
、
申
請
し
た
月
の
前
月
か
ら
翌
年
の

３
月
ま
で
で
し
た
が
、
平
成　

年
度
か

１４

ら
は
、
申
請
し
た
月
の
前
月
か
ら
翌
年

の
６
月
ま
で
で
す
。

　

平
成　

年
度
以
降
の
免
除
承
認
期
間

１５

は
、
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
の
範
囲

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
７
月
以
降
も
引
き

１５

続
き
免
除
（
全
額
免
除
・
半
額
免
除
）

を
希
望
す
る
方
は
、
７
月
以
降
に
再
度

申
請
し
て
下
さ
い
。

　

学
生
納
付
特
例
に
つ
い
て
は
今
ま
で

ど
お
り
、
申
請
し
た
月
の
前
月
か
ら
翌

年
の
３
月
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る
方

は
、
４
月
以
降
お
早
め
に
申
請
し
て
下

さ
い
。

□問
 

国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
11
７
２
４

・
２
１
２
７

○森野分庁舎　２階会議室
　　３月２７日（木）～４月１２日（土）
　　午前８時３０分～午後８時
○対象者
　　全投票区の有権者

○忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺の
各市民センターの会議室
　　４月９日（水）～１１日（金）
　　　　　　　　＜３日間限り＞
　　　　午前８時３０分～午後５時
○対象者
　　住所地に近い市民センターへ
　　おいで下さい。

□問 選挙管理委員会事務局11７２４・２１６８

内　　容対象時　間開 催 日会　場事業名
快適なマタニティ
ライフのために１日目　

〜　

週
の
妊
婦

１６

２５

午後
１時３０分
～４時

２６（土）のみ
午前１０時～
午後０時３０
分

４日（金）

健康福祉会館

母親学級
－４日間
コース－
（申し込み制）

妊娠中の日常生活と保
育、妊婦体操（実習）２日目１１日（金）

歯の衛生、生活
と栄養３日目１８日（金）

もく浴法、
呼吸法（実習）４日目２６日（土）

離乳食の進め方のお話
と試食

か
月
児

４
〜
５

午前
９時５５分
～１１時４５分
受付
午前
９時３０分から

１１日（金）
または
２５日（金）

初
期

健康福祉会館
離 乳 食
講 習 会
（申し込み制） 離乳食後期のお話と

試食、歯の話
か
月
児

８
〜
９

１８日
（金）

後
期

身長・体重測定、保育
相談、栄養相談、母性
相談、家族計画の相談

２
か
月
児
〜
就
学
前

受付
午前
９時４５分
～１１時３０分
午後
１時３０分
～３時

７、１４、２１、
２８日（月）健康福祉会館

乳 幼 児
母性相談

１１日（金）子どもセンターばあん

３日（木）鶴 川 分 館

１６日（水）健康相談室 忠生

９日（水）堺市民センター

４月の健康案内 □問 健康課11７２５・５４２２

４
月
の
母
子
健
康
相
談
を
行
い
ま
す

（
＝
左
上
表
）。

○
資
格　

看
護
師
資
格
を
お
持
ち
の
方

○
勤
務
日　

４
・
６
・　

・　

・　

月

１０

１１

１２

の
月
８
日
以
内

○
勤
務
時
間　

午
後
０
時　

分
〜
４
時

３０

　

分
３０○

勤
務
内
容　

集
団
予
防
接
種
会
場
で

の
介
助
等

○
賃
金　

時
給
１
６
３
０
円
（
交
通
費

９
０
０
円
ま
で
支
給
）

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
応
募　

履
歴
書
と
免
許
証
の
コ
ピ
ー

を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
３
月　

日
ま
で

２７

（
必
着
）
に
健
康
課
予
防
接
種
担
当

（
〒　

－

０
０
１
３
、
原
町
田
５－

８

１９４

－

　

、
11
７
２
５
・
５
４
２
２
）
へ
。

２１ 臨
時
職
員
（
看
護
師
）

募
　
　
　
集�

看

護

師

町
田
市
準
夜
急
患
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
勤
務
日　

週
２
日
以
上
（
詳
細
は
面

談
）

○
勤
務
時
間　

午
後
６
時
以
降
の
準
夜

帯
約
４
時
間

○
賃
金　

時
給
２
０
０
０
円
（
別
途
交

通
費
有
り
）

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
談

○
応
募　

履
歴
書
・
免
許
証
コ
ピ
ー
を

郵
送
で
３
月　

日
ま
で
（
消
印
有
効
）

２８

に
社
団
法
人
町
田
市
医
師
会
（
〒　

－１９４

０
０
２
２
、
森
野
３－

　

－

　

、
11
７

１３

２０

２
２
・
９
４
８
６
）
へ
。

ご
　
案
　
内�

　

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
、
土
地
の
評

価
・
賃
貸
借
等
に
関
す
る
相
談
会
で

す
。
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

４
月
４
日
（
金
）
午
前　

時
１０

〜
午
後
４
時

○
会
場　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
２
４
・
２
１
５
５

不
動
産
無
料
相
談
会

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

　

多
摩
地
域
に
お
い
て
保
健
所
が
取
り

扱
っ
て
い
た
動
物
（
犬
や
猫
等
の
ペ
ッ

ト
動
物
）
に
関
す
る
次
の
業
務
は
、
４

月
１
日
か
ら
動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー

多
摩
支
所
へ
移
り
ま
す
。

　

①
動
物
の
適
正
飼
養
の
普
及
啓
発
、

②
飼
い
主
指
導
③
犬
に
よ
る
咬
傷
事
故

（
か
み
つ
き
事
故
）
な
ど
の
動
物
に
よ

る
事
故
発
生
届
の
受
付
業
務
等

□問
 

東
京
都
動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー
多

摩
支
所
11
０
４
２
・
５
８
１
・
７
４
３

５
、
町
田
保
健
所
11
７
２
２
・
０
６
２

１
へ
。

町
田
保
険
所
・
動
物
関
係
業
務
の
一
部

動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー

多
摩
支
所
へ
移
管
し
ま
す


